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介護保険要介護認定高齢者に係る

障害者控除・おむつ代の医療費控除
要介護認定を受けている高齢者などが、所得税や住民税の申告の際に、税の控除を受けるための認定書、

証明書を申請により発行します。

障害者控除対象者認定書 おむつ代の医療費控除証明書

問い合わせ
保健福祉課保険給付係（認定書・証明書の発行）
税財管理課課税係（税の控除）

障害者手帳（身体・精神・療育）の交付を受け
ていない場合でも、次の対象者には認定書を発行
します。
◉対象者
障害者控除
・65歳以上で要介護者
・�要介護認定資料に基づく障害高齢者日常生活自
立度ＡもしくはＢランクに該当または認知症高
齢者等日常自立度Ⅳランクに該当する人
特別障害者控除
・65歳以上で要介護者
・�要介護認定資料に基づく障害高齢者日常生活
自立度Ｃランクに該当または認知症高齢者等
日常自立度Ｍランクに該当する人

◉控除額
障害者控除 所得税 27万円 住民税 26万円
特別障害者控除 所得税 40万円 住民税 30万円

要介護認定を受けている人で、町が発行するおむ
つ代の医療費控除証明書により、医師による治療を
受けるため必要な費用であることが明らかにされた
ものについては、医療費控除の対象となります。
おむつ代の医療費控除証明書は、医師が作成する「お
むつ使用証明書」をお持ちのうえ、保険給付係で申請
をしてください。また、この申請をするのが２年目以
降の場合は、「おむつ使用証明書」は不要となります。
◉控除額
その年中に支払った医療費の総額から、保険金

などで補てんされる金額を除き、さらに 10万円ま
たは所得金額の 5％のいずれか少ない額を差し引
いた残りが医療費控除額となります。
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競争入札参加資格審査申請の受付
令和３・４年度において、町が発注する建設工事・業務委託または物品の購入・賃貸借等の契約に係

る競争入札に参加を希望する場合は、競争入札参加資格審査申請書を提出してください。

提出方法

問い合わせ
建設水道課土木管理係（建設工事、設計、測量）
税財管理課管財係（物品の購入および賃貸借等）

◉受付期間
令和３年１月 15日㈮～２月 12日㈮
※土日・祝日を除く。
◉提出先
雄武町役場
・建設工事、設計、測量については、
建設水道課土木管理係
・物品の購入および賃貸借等については、
税財管理課管財係
※町外業者は、原則、郵送による提出、町内業
者については、郵送または持参により提出し
てください。

◉提出書類
・建設工事、設計、測量の申請書類については、
北海道公契連モデル（市町村統一様式）を使
用し、別表の関係書類を添付のうえ、建設水
道課土木管理係に提出してください。

・物品の購入および賃貸借等の申請書類について
は、北海道統一様式および雄武町様式または申請
（者）独自の様式を使用し、別表の関係書類を添
付のうえ、税財管理課管財係に提出してください。

【別表】
区 分 法人 個人

商業登記簿謄本（写し可）
（３か月以内に発行したもの） ○

納税証明書
（国税および都道府県税、写し可）
※町内業者は、町納税証明書も添付

○ ○

許認可等に関する証書の謄本（写し可） ○ ○
誓約書（暴力団員または暴力団関係事
業者に該当しない趣旨の誓約書） ○ ○

※町内業者については、町税等の納付状況確認書を提出し
てください。

※町外業者については営業所一覧表を提出してください。


